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№ 該当頁 該当項目

1 1
２　審議の前
提となる基本
的な考え方

2 2

３　拝島中学
校の通学区域
に関する審議
結果

3 2

３　拝島中学
校の通学区域
に関する審議
結果

4 4

４　拝島第三
小学校の通学
区域に関する
審議結果

5 4

４　拝島第三
小学校の通学
区域に関する
審議結果

6 4

４　拝島第三
小学校の通学
区域に関する
審議結果

市内の小学校の通学路でアンダーパスを通るのは、A
案を含む地域だけなので、道路の管理が都とは理解し
ているが、都に対して「通学路」のアンダーパスであるこ
とを訴え、雑草や落書き対策、防犯カメラの設置など要
望させて欲しい。
近いうちに予想される通行するトラックの増加により登
下校の安全をアンダーパスを含めた周辺でさらに検討
することも必要があると思う。

通学路の安全確保につきましては、重要な事項である
と考えます。道路管理者である都に対して、防犯カメラ
の設置等安全確保について要望するなど、安全確保に
向けた更なる取組の推進について、市へ申し伝えま
す。

昭島市もマンション建設ラッシュが始まっています。拝島
中の生徒が増加するため教室が不足するという見込み
から見直されたようです。
また中学進学が２分されていた拝一小の子供たちが多
摩辺中に進学するともありました。この色分けされた学
区域を見ますとなかなか線引きが難しいのだと思いまし
た。
これまでご苦労されたと思われます。新しく通学区域が
変更されたところは結論にありますように、通学路の安
全、また地域との関係など子供たちの最善を考慮して
ほしいと思っています。
一つ気になりますのは松原町に建設されるマンション１
棟だけ、未入居なのだから拝二小への考え方です。地
元でなく線路越えての入学となるのはあまり良いとは思
えません。
それでもこれからマンションは、この棟はすいているこの
学校へ、この棟はこちらの小学校へということになると
思います。これには異議を申し上げます。
もう少し考慮してほしいものです。

通学区域の見直しにつきましては、教育人口の推計、
学校施設の状況、通学距離や通学経路など、複数の要
素を総合的に踏まえて審議を行っております。ご指摘の
集合住宅を通学区域の変更対象とした点につきまして
は、効果の即効性や確実性などを他の案と比較し、総
合的に評価した結果によるものであり、未入居であるこ
とのみを理由としたものではございません。

拝島第三小学校及び拝島中学校、富士見丘小学校の
通学区域の見直しについて　現在、拝島第一小学校の
地域に住んでいます。数メートル歩けば第三小学校の
学区になります。十数年前に引っ越してきた時は、緑ヶ
丘自治会の案内がポストに入っていたのと裏のお宅の
お子さんが三小に通っていたので、もともと三小地域
だったと思います。一小だと知ったのも子供が小学校に
入学する少し前でした。現在、子供が５年生なので見直
しが行われると多摩辺中学校になります。拝島中学校
まで５分も掛からずに通えるのに多摩辺中学校に通うと
なると30分近く掛かってしまいます。通学路は、夜になる
と暗い場所が多いですし、女の子なので部活などで遅く
なる時に危ないし心配です。

拝島中学校の通学区域変更につきましては、令和5年
度に開催された昭島市立学校適正規模適正配置等審
議会においても検討され、継続的な課題として位置づ
けられてきました。提示した見直し案は、拝島中学校に
おける教室数の不足を未然に防ぐとともに、拝島中学
校と多摩辺中学校に二分されている拝島第一小学校児
童の進学先を統一するものであり、小学校で築いた交
友関係等に考慮し、「同一の小学校に通う児童が全員
同じ中学校に進学する」という通学区域の基本的な考
え方に沿うものとしております。
一方で、いただいたご意見にあるように、通学区域変更
に伴い通学距離が延びることや、国道16号線を横断す
ることへの不安を抱かれる方がいらっしゃることにつき
ましては十分理解しております。変更後の通学距離に
つきましては、現行の指定校までの距離と比較して長く
なる場合があるものの、中学校の通学区域設定基準と
している半径1.5キロメートル圏内であることを確認して
おります。また、通学経路の安全確保につきましては、
これまでも市において関係機関と連携しながら取り組み
が進められており、引き続き取り組んでいくことを市に
求めてまいります。

拝島中学校の通学区域変更については反対です。
理由:現在子供が拝島第一小学校に通っております。自
宅から学校までの通学路には16号線を横断しなければ
なりません。歩道橋を使用し横断しておりますが、幹線
道路が通学路上にあるのは不安でなりません。歩道を
歩いていても、車両同士の事故から児童が歩いている
歩道目掛け車両が突っ込んでくることも考えられます。
現行のまま拝島中学校に入学できれば16号線を横断す
ることがなくなると同時に不安もなくなるところでした。し
かし今回の区域見直し案のとおりになると再び16号線を
横断することになります。クラスの人数的な観点も大切
な点だと思いますが、通学路における安全面についても
考える必要があると思います。以上より今回の見直し案
については反対です。事故が起きてからでは遅いので
す。再検討よろしくお願いします。

拝島第三小学校の校区について新しい大規模住宅の
児童について拝島第二小学校に通学するのは妥当だと
認めます。
但し８ページ（4）結論で指摘されている通り「松原立体を
含む通学路の安全確保に努めること」は当然ですが、
交通渋滞における排気ガスの健康問題にも留意してく
ださい。
子ども達は6年間も通うのです。

いただいたご意見につきましては、重要な視点として関
係各所とも共有するよう市に申し伝えます。

昭島市立学校適正規模適正配置等について答申（案）に関する
パブリックコメントの結果について

意見の要旨 審議会の考え方

小学校の通学距離は1キロ以内とありますが、1年生が
重いランドセルを背負い、荷物を持って歩くことを想像し
ていますか？
「幼・保・小」連携を考える時、幼・保では多くの子ども達
が、保護者の仕事の都合などで、車・自転車により登園
しているのが実態ではありませんか？
歩行に必要な体力育成も大切ではないでしょうか。
「交通安全」のためには、車輌運行責任者にも通学路の
安全について充分配慮するように市として申し入れてく
ださい。

通学区域に関しては、通学距離や通学路の安全性、地
域の実情や道路環境、児童の負担等を踏まえ審議を
行っております。いただいたご意見につきましては、適
正な通学環境の確保に関する意見として市へ申し伝え
ます。
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7 その他

8 全体

9 その他

現在建設中の物流センター稼働により、昭島市内の道
路は今まで経験したことが無いほどの車輌の通行が増
えます。
車輌は幹線道路だけでなく、通学路も通るはずです。
歩道の無い通学路について、交通安全の施策は今から
考慮していただきたいと思います。

通学路の安全確保につきましては、関係各所と十分に
協議し対応するよう市に申し伝えます。

今後のGLP倉庫建設に伴う通学路の確保にも寄ります
が、美堀町エリアは瑞雲中に変更しても良いと思いま
す。周囲の住環境なども子供たちにも目が届きやすい、
かつ距離が近いと考えるからです。

いただいたご意見につきましては、今後、瑞雲中学校の
通学区域の見直しを検討する際に参考とさせていただ
きます。

「教育・青少年だよりエール20号」には「子どもの権利条
約とは？」の④に「子どもの意見の尊重」という文言が書
かれています。
昭島市はこの権利条約を尊重していると解釈できます。
「学校区」を決めるのは「大人」ですが、実際に通学する
のは「児童・生徒」ですから、子ども達の意見も聞くべき
だと思います。
少なくとも児童会、生徒会役員の意見を聞いてください。

子どもの意見を尊重すべきであるとのご指摘は、適正
規模・適正配置を検討するうえで重要な視点の一つで
あると認識しております。直接、児童・生徒の意見を伺う
機会は設けておりませんが、通学区域の見直しにあ
たっては、教育人口の推移、学校規模や通学距離、通
学経路の安全性など、多くの要素を総合的に考慮しな
がら、児童・生徒の教育環境がより良いものとなるよう
審議を進めてまいりました。


